
　

市
内
で
排
出
さ
れ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の

削
減
を
目
的
と
し
た
、
省
エ
ネ
資
材
導
入

補
助
事
業
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
者
＝
市
民
や
市
内
に
施
設
や
事
業

所
な
ど
を
有
す
る
方　

▼
対
象
施
設
＝
住

宅
や
事
務
所
な
ど
全
て
の
建
物　

▼
対
象

事
業
＝
複
層
ガ
ラ
ス
、
樹
脂
サ
ッ
シ
、
断

熱
材
、
空
調
シ
ス
テ
ム
な
ど
省
エ
ネ
資
材

を
導
入
す
る
施
設
整
備
（
対
象
期
間
＝
平

成
19
年
４
月
１
日
以
降
に
導
入
・
着
工
し
、

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
に
納
品
・
完
了

す
る
も
の
／
申
請
前
に
導
入
・
着
工
し
た

方
は
、
４
月
１
日
以
降
に
導
入
・
着
工
し

た
こ
と
が
分
か
る
書
類
な
ど
を
添
付
）　

▼
補
助
額
＝
総
事
業
費
（
補
助
対
象
施
設

整
備
費
）
の
３
分
の
１
（
上
限
５
万
円
）

▼
申
請
期
間
＝
10
月
15
日
（
月
）
〜
11

月
14
日
（
水
）

／
申
請
者
多

数
の
場
合
は

抽
選　

▼
そ

の
他
＝
詳
し

く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
た
は
ら
エ
コ
・
ガ
ー
デ
ン
シ
テ
ィ
地
域

協
議
会
事
務
局
（
エ
コ
エ
ネ
推
進
室
内
）

☎
23
局
７
４
０
１　

23
局
０
６
６
９

　

田
原
市
で
は
、
要
介
護
者
を
在
宅
で
介

護
さ
れ
て
い
る
家
族
の
方
な
ど
に
対
し
、

介
護
に
必
要
な
消
耗
品
を
買
う
こ
と
の
で

き
る
補
助
券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
次
の

と
お
り
交
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
な
方
は

申
請
を
し
て
下
さ
い
。

▼
対
象
＝
要
介
護
３
、４
ま
た
は
５
の
方

を
介
護
し
て
い
る
市
内
在
住
者
な
ど　

▼
必
要
な
物
＝
有
効
期
限
内
の
介
護
保
険

証
、
印
鑑　

▼
交
付
場
所
＝
①
要
介
護
者

が
田
原
地
区
の
方
…
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
福
祉
課
②
赤
羽
根
地
区
の
方
…
赤
羽
根

支
所
市
民
生
活
課
③
渥
美
地
区
の
方
…
あ

つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
内
福
祉
課
／
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

に
交
付

▼
福
祉
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
23
局
４
６
５
４　

23
局
３
５
４
５

　

地
域
で
暮
ら
す
認
知
症
の
人
や
そ
の
家

族
の
こ
と
を
理
解
し
、
支
援
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
認
知
症
介
護
教
室
（
認
知
症
に
関

す
る
講
義
）
を
開
催
し
ま
す
。
介
護
・
福

祉
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
一
般　

▼
開
催
日
＝
10
月
20

日
〜
平
成
20
年
３
月
15
日
ま
で
の
毎
月

第
３
土
曜
日 

▼
時
間
＝
午
前
10
時
〜

11
時
30
分　

▼
場
所
＝
田
原
文
化
会
館

２
０
１
・
２
０
２
会
議
室　

▼
参
加
料
＝

無
料　

▼
申
し
込
み
＝
10
月
17
日
（
水
）

ま
で
に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル

に
て
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
の
場
合
は
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
）

▼
福
祉
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
23
局
４
６
５
４　

23
局
３
５
４
５

　

fukushi@
city.tahara.aichi.jp

　

愛
知
県
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ

り
家
庭
で
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
子

ど
も
た
ち
が
、
家
庭
的
な
環
境
で
、
愛
情

に
包
ま
れ
な
が
ら
暮
ら
せ
る
よ
う
「
里
親

委
託
」を
推
進
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、

多
く
の
人
に
里
親
の
子
育
て
に
つ
い
て
知

っ
て
も
ら
う
た
め
「
里
親
養
育
体
験
発
表

会
」
を
開
催
し
ま
す
。
申
し
込
み
は
不
要

で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
11
月
8
日
（
木
）
午
前
10
時
30

分
〜
正
午　

▼
場
所
＝
愛
知
県
東
三
河
事

務
所
大
会
議
室　

▼
内
容
＝
里
親
制
度
の

説
明
お
よ
び
養
子
縁
組
型
里
親
、
養
育
型

里
親
の
体
験
発
表

▼
東
三
河
児
童
・
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

☎（
０
５
３
２
）54
局
６
４
６
５

　
（
０
５
３
２
）54
局
６
４
６
６

　

労
働
保
険
は
、
労
働
者
が
不
慮
の
業
務

上
災
害
・
通
勤
災
害
を
被
っ
た
場
合
、
失

業
し
た
場
合
、
高
齢
者
で
賃
金
が
低
下
し

た
状
態
で
継
続
し
て
働
い
て
い
る
場
合
、

育
児
休
業
お
よ
び
介
護
休
業
の
場
合
、
自

ら
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
た
場

合
に
、
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
で
、
事
業
主
の
皆
さ
ん
に
も
、
各
種
助

成
金
の
対
象
と
な
る
制
度
で
す
。

　

労
働
保
険
の
諸
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

労
働
保
険
事
務
組
合
や
社
会
保
険
労
務
士

を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
社
員
、

従
業
員
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
一
人
で
も

雇
っ
て
い
る
会
社
の
事
業
主
の
方
は
、
す

ぐ
に
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）

の
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
公
共
職
業
安
定
所
適
用
課

☎（
０
５
３
２
）52
局
７
１
９
２

▼
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署
労
災
課

☎（
０
５
３
２
）54
局
１
１
９
１

複
層
ガ
ラ
ス
等
省
エ
ネ
資
材

導
入
補
助
事
業
（
２
次
募
集
）

家
族
介
護
用
品
購
入
補
助
券
を

交
付
し
ま
す

里
親
養
育
体
験
発
表
会

労
働
保
険

加
入
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

認
知
症
介
護
教
室 

受
講
者
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